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地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
じ
た
上
、
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
七
、
第
四

十
八
条
の
十
三
関
係
）

２

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う
法
人
税
割
額
の
還
付
の
特
例
制
度
に
つ
い
て
、
仮
装
経
理
法

人
税
割
額
の
還
付
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
会
社
更
生
等
に
準
ず
る
事
実
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、
還
付
の
際
の
未

納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
へ
の
充
当
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
九
条
の
八
の
二
か
ら

第
九
条
の
九
、
第
四
十
八
条
の
十
四
か
ら
第
四
十
八
条
の
十
四
の
七
関
係
）

平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
賦
課
決
定
を
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
算
定
に
お
い
て
納
税

３
義
務
者
の
数
を
乗
ず
る
金
額
を
三
千
三
百
円
と
す
る
特
例
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
の
三
関
係
）

特
定
管
理
株
式
等
が
価
値
を
失
っ
た
場
合
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
特
定
保
有
株

４

（
附
則
第
十
八
条
の
二
関
係
）

式
の
譲
渡
損
失
の
金
額
と
み
な
さ
れ
る
金
額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
こ
と
。
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二

事
業
税

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う
付
加
価
値
割
額
、
資
本
割
額
、
所
得
割
額
又
は
収
入
割
額
の
還

付
の
特
例
制
度
に
つ
い
て
、
仮
装
経
理
事
業
税
額
の
還
付
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
会
社
更
生
等
に
準
ず
る
事
実
に
つ

い
て
定
め
る
ほ
か
、
還
付
の
際
の
未
納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
へ
の
充
当
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
。
（
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
の
七
関
係
）

三

不
動
産
取
得
税

１

医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
教
育
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る

者
に
社
会
医
療
法
人
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
五
関
係
）

２

社
会
福
祉
法
人
等
が
取
得
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象

と
な
る
不
動
産
に
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
事

業
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
十
関
係
）

３

社
会
医
療
法
人
が
取
得
す
る
医
療
法
に
規
定
す
る
救
急
医
療
等
確
保
事
業
に
係
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係

る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
不
動
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
の
二
の
三
関
係
）
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４

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
規
定
す
る
農
地
所
有
者
代
理
事
業
に
よ
り
取
得
す
る
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
土
地
に

係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
交
換
に
よ
っ
て
失
っ
た
土
地
の
価
格
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
お
け
る
価
格
の
決
定
日
を
当
該
土
地
が
失
わ
れ
た
日
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

５

生
前
一
括
贈
与
に
よ
り
取
得
す
る
農
地
等
に
係
る
徴
収
猶
予
措
置
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第

二
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
受
贈
者
が
都
道
府
県
知
事
に
継
続
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
の
記
載
事
項
を
定
め

る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
関
係
）

四

自
動
車
取
得
税

自
動
車
取
得
税
を
目
的
税
か
ら
道
府
県
の
普
通
税
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
章
第
七
節
関
係
）

五

軽
油
引
取
税

１

軽
油
引
取
税
を
目
的
税
か
ら
道
府
県
の
普
通
税
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
章
第
七
節
の
二
関
係
）

２

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
間
を
、
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
交
付
し
た
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
三
条
の
十
五
関
係
）

六

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
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１

住
宅
用
地
、
商
業
地
等
及
び
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平

成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
か
ら
除
外
す
る

市
街
化
区
域
農
地
の
細
目
を
定
め
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
四
条
の
七
、
第
十
五
条
関
係
）

２

医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
教
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
非
課
税
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
に
社
会
医
療
法
人
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
十
関
係
）

３

社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対

象
資
産
の
範
囲
に
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業

及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
十
五
関
係
）

４

社
会
医
療
法
人
が
医
療
法
に
規
定
す
る
救
急
医
療
等
確
保
事
業
に
係
る
業
務
の
用
に
供
す
る
一
定
の
固
定
資
産
に
係
る

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十

条
の
三
の
二
関
係
）

５

倉
庫
業
者
又
は
港
湾
運
送
事
業
者
が
新
設
又
は
増
設
し
た
流
通
機
能
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
一
定
の
倉
庫
等
又
は
上
屋

に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
地
域
に
鉄
道
の
貨
物
駅
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の
周
辺
の
地
域
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

６

一
般
放
送
事
業
者
が
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
っ
て
実
施
す

る
事
業
に
よ
り
新
設
し
た
一
定
の
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い

て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
か
ら
搬
送
設
備
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

７

電
気
自
動
車
に
充
電
す
る
た
め
の
設
備
等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な

る
充
電
設
備
の
取
得
価
額
の
要
件
を
三
百
万
円
以
上
（
現
行
二
千
万
円
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

８

鉄
道
事
業
者
等
が
設
置
し
た
集
積
回
路
を
自
蔵
す
る
カ
ー
ド
の
利
用
の
用
に
供
す
る
一
定
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
か
ら
既
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
設
備
を
当
該
事
業

の
用
に
供
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
く
な
っ
た
設
備
に
代
え
て
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ

る
設
備
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

９

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
で
あ
る
一
定
の
貸
家
住
宅
に
係

る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
に
一
定
の
政
府
の
補
助
を
受
け
た
貸
家
住
宅
を
追
加
す

る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）
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七

事
業
所
税

社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
対
す
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
に
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養

育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
二
十
六
の
五
関
係
）

八

国
民
健
康
保
険
税

介
護
納
付
金
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
十
万
円
（
現
行
九
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十

八
の
二
関
係
）

第
二

地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
に
対
す
る
税
率

を
三
％
軽
減
税
率
（
道
府
県
民
税
一
・
二
％
、
市
町
村
民
税
一
・
八
％
）
と
す
る
こ
と
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
等
を
行

う
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
、
第
七
条
関
係
）

第
三

地
方
道
路
譲
与
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

地
方
道
路
譲
与
税
法
施
行
令
の
名
称
を
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
施
行
令
に
改
め
る
こ
と
。
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第
四

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
特
別
措
置
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

地
方
法
人
特
別
税
の
中
間
申
告
納
付
額
の
還
付
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
五
条
、
附
則
第
二

条
関
係
）

第
五

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
一
の
４
の
改
正
は
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
三
の
４
及
び
５
の
改
正
は
農
地
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


